
快適住まいづくり促進事業

住宅に関する補助制度のご案内

補助の対象となる事業

補助金の交付を受けるためには、各事業ごとに定められた詳細な条件に合わせ、手続きをする必要があります。 お問い合わせ先 下川町環境未来都市推進課 TEL 01655-4-2511補助金の交付をご希望される方は、次のお問い合わせ先までご連絡ください。

補助対象者 町民または町内の法人

事業内容 中古住宅の取得

補助金額 住宅等の取得価格の5分の1以内(上限150万円)

※ 注意事項 自ら居住するための住宅、または賃貸住宅として取得した

ものに限ります。

中古住宅の取得

住宅の改修

住宅等の解体・撤去

補助対象者 所有者または所有者から委任を受けた方

事業内容 住宅及び附帯する車庫、物置等の解体、撤去

補助金額 解体費の2分の1以内(上限50万円)

※ 注意事項 廃棄物処理法に従った適正な処理が必要です。

補助対象者 町民

事業内容 ・自宅の改修で改修費用が100万円以上300万円未満の場合
補助金額 ① 同居者全員の所得合算額が300万円未満の場合40万円

② 同居者全員の所得合算額が300万円以上の場合25万円

・自宅の改修で改修費用が300万円以上500万円未満の場合 補助金額 100万円

・自宅の改修で改修費用が500万円以上の場合 補助金額 150万円

事業内容 ・住宅の新築等で地域材を10m3以上使用

補助金額 ① 地域材の使用量1m3当たり8万円(限度額280万円)

② 下川産FSC材の使用量1m3当たり2万円加算(限度額70万円)

・住宅等と一体的に施工する車庫等に地域材を1m3以上使用

補助金額 ① 地域材の使用量1m3当たり2万円(限度額20万円)

② 下川産FSC材の使用量1m3当たり5千円加算(限度額5万円)

新築

・自宅の改修に地域材を1m3以上使用した場合
補助金額 地域材購入価格の2分の1以内を加算(上限50万円)

環境負荷の低減

補助対象者 町民、町外居住者で住宅取得後の町民または町内の法人

事業内容 ・新築で隙間相当面積1.0c㎡/㎡以下を満たした場合 補助金額 40万円

・改修で隙間相当面積2.0c㎡/㎡以下を満たした場合 補助金額 20万円

・新築で外皮平均熱貫流率0.38w/㎡･k以下を満たした場合
補助金額 60万円を加算

・改修で外皮平均熱貫流率0.46w/㎡･k以下を満たした場合
補助金額 30万円を加算

・新築または改修で外壁に地域材を2m3以上使用 補助金額 20万円を加算

・住宅に30万円以上の木質バイオマス活用機器を設置 補助金額 20万円

・住宅等に公称最大出力1kwh以上の太陽光発電システムを設置
補助金額 設置価格の6分の1以内（上限15万円）

・住宅が建築されている土地に10万円以上の敷地内緑化 補助金額 5万円

補助対象者 町民、町外居住者で住宅取得後に町民になる人

・賃貸住宅の改修で改修費用が100万円以上300万円未満の場合 補助金額 25万円

・賃貸住宅の改修で改修費用が300万円以上500万円未満の場合 補助金額 50万円

・賃貸住宅の改修で改修費用が500万円以上の場合 補助金額 75万円

・賃貸住宅の改修に地域材を1m3以上使用した場合
補助金額 地域材購入価格の4分の1以内を加算(上限25万円)

２ 4月1日から3月31日までの期間内の実施を条件としています。

※ 下川町の条例や規則、法令等に違反した場合、不正な行為等で補助金を受けようとした場合は、

補助金の交付を取り消します。また、既に補助金が交付されている場合は、返還していただきます。

補助の要件
１ 工事を伴う事業は、資格登録業者（町内の業者）の施工を条件としています。（裏面に記載）

新築 住宅の改修 中古住宅の取得

住宅等の解体・撤去 環境負荷の低減

※ただし、新築については、規則で定める計画書を提出すれば、翌年度にわたる申請が可能です



住宅に関する補助制度のご案内

快適住まいづくり促進事業

下川町快適住まいづくり促進事業に基づく「資格登録事業者」一覧表

※ 事業者名は、五十音順で掲載しています。
※ ■が記されている部分が各事業者の施工可能な種目です
施工可能な範囲の詳細は、各事業者にお問い合わせください。

新 築 ： 住宅の新築
解 体 ： 住宅の解体
改 修 ： 住宅の改修（リフォーム）
木 質 ： 木質バイオマス機器（まき・ペレットストーブなど）の設置
太陽光 ： 太陽光発電システムの設置

6-7033


